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第  97 号議案 令和６年度浜松市一般会計補正予算（第３号） 

 

第   98 号議案 令和６年度浜松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

第   99 号議案 令和６年度浜松市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

第  100 号議案 令和６年度浜松市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

第  101 号議案 令和６年度浜松市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第  102 号議案 令和６年度浜松市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

第 97 号議案から第 102 号議案の補正予算説明は、別冊を参照願います。 

 

第 103 号議案 浜松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律施行条例の一部改正について 

 

  この条例は、交通遺児等福祉手当、遺児等福祉手当及び敬老祝金の支給並

びに子ども医療費の助成に関する事務を個人番号利用事務に追加するほか、

所要の整備を行うものであります。 

 

第 104 号議案 浜松市立保育所条例等の一部改正について 

 

  この条例は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴う引用条項の整理を行

うものであります。 

 

第 105 号議案 浜松市国民健康保険条例の一部改正について 

        

  この条例は、国民健康保険法の一部改正により、被保険者証が廃止される

ことに伴い、所要の整備を行うものであります。 

 

第 106 号議案 浜松市斎場条例の一部改正について 

 

  この条例は、浜松市浜松斎場の多目的室及び葬祭室を廃止するほか、所要

の整備を行うものであります。 

 

第 107 号議案 浜松市景観条例等の一部改正について 

        

  この条例は、建築基準法の一部改正により、国、都道府県又は建築主事を

置く市町村の建築物について、指定確認検査機関による検査等が可能となっ

たことに伴い、所要の整備を行うものであります。 

 

第 108 号議案 浜松市自転車等駐車場条例の一部改正について 

          

  この条例は、水窪駅前自転車等駐車場を新設するものであります。 

 

第 109 号議案 浜松市立幼保連携型認定こども園条例の制定について 

 

  この条例は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に
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対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第１２条の規定に基づき、幼保連携型認定こど

も園を設置するほか、所要の整備を行うものであります。 

 

第 110 号議案 静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

地方自治法第２９１条の３第１項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療

広域連合規約を変更することに関し、協議して定めることについて、同法第

２９１条の１１の規定により議会の議決を求めるため、提案するものであり

ます。 

 

※ 地方自治法抄 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若

しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとすると

きは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するも

のにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受

けなければならない。ただし、次条第１項第６号若しくは第９号に掲げる

事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連合が新たに事務を

処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における当該事務の

みに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 

 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、

前条第１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議に

ついては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

第  111 号議案 工事請負契約締結について（旧浜松市教育文化会館解体工事） 

 

旧浜松市教育文化会館解体工事の工事請負契約締結について、浜松市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

に基づき、提案するものであります。 

 

※ 浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抄 

第２条 地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さな

ければならない契約は、予定価格３億円以上の工事又は製造の請負とする。 

 

第 112 号議案 工事請負契約締結について 

（旧浜松福祉協働センター（アンサンブル江之島）解体工事） 

 

 旧浜松福祉協働センター（アンサンブル江之島）解体工事の工事請負契約 

締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定に基づき、提案するものであります。 

 

第 113 号議案 工事請負契約締結について 

（浜松市新津協働センター大規模改修工事（建築工事）） 

 

浜松市新津協働センター大規模改修工事（建築工事）の工事請負契約締結

について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定に基づき、提案するものであります。 
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第 114 号議案 工事請負契約締結について 

（令和 6 年度（債務）河川改良国交付金事業（防災･安全交）（準）高塚川排

水機場築造工事（機械工事）） 

 

令和 6年度（債務）河川改良国交付金事業（防災･安全交）（準）高塚川排

水機場築造工事（機械工事）の工事請負契約締結について、浜松市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

き、提案するものであります。 

 

第 115 号議案 物品購入契約締結について（浜松市立西図書館書架等備品） 

 

浜松市立西図書館書架等備品の物品購入契約締結について、浜松市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基

づき、提案するものであります。 

         

※ 浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抄 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければな

らない財産の取得又は処分は、予定価格４，０００万円以上の不動産若し

くは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が１件１万平

方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買

入れ若しくは売払いとする。 

 

第 116 号議案 物品購入契約締結について（消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型）３台） 

 

消防ポンプ自動車の物品購入契約締結について、浜松市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、提案

するものであります。 

 

第  117 号議案 物品購入契約締結について（救助工作車（Ⅲ型）１台） 

 

救助工作車の物品購入契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、提案するも

のであります。 

 

第 118 号議案 市道路線認定について 

 

雄踏３８７号線ほか１１路線を市道路線に認定しようとするものでありま

す。 

 

第 119 号議案 市道路線変更について 

 

                  上石田１号線ほか１路線の市道路線を変更しようとするものであります。 

 

※ 道路法抄 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、  

市町村長がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、

あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、
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一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路

線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合において

も、同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代

わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、

路線を変更することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都

道府県道の路線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及

び前条の規定は前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更につ

いて、それぞれ準用する。 

 

第 120 号議案 令和５年度浜松市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

令和５年度浜松市下水道事業会計決算に伴う未処分利益剰余金の処分につ

いて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、提案するものであり

ます。 

 

※ 地方公営企業法抄 

第３２条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年

度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をう

めなければならない。 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条

例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 

 

 

認 第   1 号 令和５年度浜松市病院事業会計決算 

 

認 第   2 号 令和５年度浜松市水道事業会計決算 

 

認 第   3 号 令和５年度浜松市下水道事業会計決算 

 

認第 1号から認第 3号までは、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基

づき、令和５年度各企業会計決算を認定に付するものであります。 

        

 ※ 地方公営企業法抄 

        第３０条 管理者は、毎事業年度終了後２月以内に当該地方公営企業の決算

を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類

と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 

        ２ 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

        ３ 監査委員は、前項の審査をするに当たつては、地方公営企業の運営が第

３条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に、意を用い

なければならない。 

        ４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算

を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過し

た後において最初に招集される定例会である議会の認定(地方自治法第 

１０２条の２第１項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後３月

を経過した後の最初の定例日(同条第６項に規定する定例日をいう。)に 

開かれる会議において議会の認定)に付さなければならない。 

-5-



 

報  第  16 号 専決処分の報告 

 

道路瑕疵９件（専第２４号、専第２５号、専第２６号、専第２７号、専第

２８号、専第２９号、専第３０号、専第３１号、専第３２号）、人身事故１件

（専第３３号）、交通事故４件（専第３４号、専第３５号、専第３６号、専第

３７号）、物損事故１件（専第３８号）、市営住宅使用料等請求事件１件（専

第３９号）にかかる和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法第１

８０条第１項の規定に基づき専決処分したもので、同条第２項の規定に基づ

き報告するものであります。 

 

※ 地方自治法抄 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議

決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専

決処分にすることができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、

これを議会に報告しなければならない。 

 

※ 市長の専決処分事項の指定について抄 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、市長において専決処分すること

ができる事項を次のとおり指定する。 

１ １件３００万円以下における和解及び法律上市の義務に属する損害賠償

の額の決定（交通事故による人身の事故の場合を除く）に関すること。 

２ 交通事故による人身の事故の場合において、自動車損害賠償保障法の規

定に基づき支払われる保険金額及び自動車損害共済委託契約に基づきてん

補される共済金額の合算額の範囲内においてする和解及び法律上市の義務

に属する損害賠償の額の決定に関すること。 

３ 市営住宅の家賃等の支払い及び明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及

び調停に関すること。 

 

報  第  17 号 一般財団法人浜松市清掃公社の令和５年度決算について 

 

報  第  18 号 公益財団法人浜松市花みどり振興財団の令和５年度決算について 

 

報  第  19 号 公益財団法人浜松市医療公社の令和５年度決算について 

 

報  第  20 号 公益財団法人浜松市文化振興財団の令和５年度決算について 

 

報  第  21 号 株式会社なゆた浜北の令和５年度決算について 

 

報  第  22 号 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の令和５年度決算について 

 

報第17号から報第22号までは、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

基づき、報告するものであります。 

 

※ 地方自治法抄 

第２４３条の３（略） 
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２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年

度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会

に提出しなければならない。 

 

監報第  14 号 随時監査等の結果に関する報告について 

 

監報第  15 号 例月出納検査の結果に関する報告について 
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